
  

 

2007 年 8 月 8 日 

 
企業会計基準委員会と国際会計基準審議会は2011年までに会計基準のコンバー

ジェンスを達成する「東京合意」を公表 

 
 
企業会計基準委員会（ASBJ）の西川郁生委員長と国際会計基準審議会（IASB）の David 

Tweedie 議長は、2005 年 3 月から開始している日本基準と国際財務報告基準（IFRS）のコ

ンバージェンスを加速化することの合意（東京合意）を、本日、共同で公表致します。 

 

この合意において、両者は、日本基準と IFRS の間の重要な差異（同等性評価に関連する

2005 年 7 月欧州証券規制当局委員会（CESR）によるもの）について 2008 年までに解消し、

残りの差異については2011年 6月 30日までに解消を図ります。2011年という目標期日は、

現在開発中であって 2011 年以後に適用となる新たな主要な IFRS については適用しないも

のとしていますが、両者は、新たな基準が適用となる際に日本において国際的なアプロー

チが受け入れられるように、緊密に作業を行うこととしています。 

 

この合意に対するコメントとして、 

ASBJ の西川郁生委員長は、「我々は、コンバージェンスに対するコミットメントを再

確認するとともに、国際的な基準設定プロセスにおいて、ASBJ や日本がより広範に重要

な係わりを拡大していくための機会を得たことを嬉しく思っております。この合意によ

って、今後も日本企業が日本基準によって作成された財務諸表を、補正措置なしで、EU

及び IFRS を用いている他の資本市場において公表できるようになることを期待しており

ます。」と語っています。 

IASB の David Tweedie 議長は、「我々は、世界第 2位の経済圏にある ASBJ が、日本基

準と国際財務報告基準（IFRS）とのコンバージェンスを加速化することに合意したこと

を歓迎します。IFRS の今後の方向性に寄与するように積極的な参画を期待しています。」

と語っています。 

 
 

[お問い合わせ先] 

企業会計基準委員会事務局 Tel 03-5510-2737 
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会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取組みへの合意 

 

2007 年 8 月 8 日 

企業会計基準委員会 
国際会計基準審議会 

 
企業会計基準委員会（ASBJ）と国際会計基準審議会（IASB）は、高品質な会計基準への

コンバージェンスは世界各国の資本市場にとって大きな便益をもたらすという考えを共有

している。したがって、両者は、日本基準と国際財務報告基準（IFRS）とのコンバージェ

ンスの達成を 終目標とする共同プロジェクトを 2005 年 3 月に立ち上げている。この共同

プロジェクトでの議論において、両者は、2つの基準間の差異を識別し、その差異を解消さ

せるように努めてきた。 

世界中の主要な国々において IFRS の受け入れが拡大していることに照らし、ASBJ と IASB

は、日本基準と IFRS とのコンバージェンスの加速化が双方のコンバージェンスに係る共同

作業における戦略的な優先事項となっている点で一致している。この目標に従って、ASBJ

と IASB は、以下に掲げるように、短期及び長期のコンバージェンス・プロジェクトにおけ

る目標期日の設定を含む方策の推進に合意することとした。この方策を進めるにあたり、

ASBJ と IASB は、規制当局を含む関係者と協議すること、及び会計基準の開発における双方

のデュー・プロセスに従うことの必要性について認識しているものである。 

 

2008 年までの短期コンバージェンス・プロジェクトの完了 

2008 年までの目標としては、EC による同等性評価に関連して 2005 年 7 月に欧州証券規

制当局委員会（CESR）が日本基準で作成された財務諸表に対して補正措置を提案している

項目について、差異を解消するか又は会計基準が代替可能となるような結論を得るものと

する。この結果、これらのプロジェクトを通じて、現在における日本基準と IFRS の間の重

要な分野におけるコンバージェンスは達成されることとなる。 

 

その他コンバージェンス・プロジェクトにおける 2011 年 6 月 30 日という目標期日の設定 

2011 年 6 月 30 日までの目標として、これまで両者で識別されてきた日本基準と IFRS と

の間の差異のうち、2008 年までのプロジェクトに含まれない残りの差異について、コンバ

ージェンスをもたらすものとする。この目標期日は、2011 年 6 月 30 日後に適用となる新た

な基準を開発する現在の IASB の主要なプロジェクトにおける差異に係る分野については適

用されない。しかし、これらの残りの分野における日本基準と IFRS とのコンバージェンス

という 終目標を達成するために、両者は、新たな基準が適用となる際に日本において国

際的なアプローチが受け入れられるように、緊密に作業を行うこととする。 
ASBJ と IASB は、会計基準のグローバルなコンバージェンスを巡る環境変化を踏まえて、
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コンバージェンス・プロジェクトを迅速かつ着実に進めていき、また、国際的な会計基準

設定プロセスに日本からのより大きな貢献を促進するように協力を深めるものとする。こ

のため、2005 年以降開催している ASBJ と IASB の代表者による年 2 回の共同会議に加え、

会計基準の開発において生ずる重要な論点をより実践的に議論していくために、ディレク

ターを中心とした作業グループを設けていく。 

 

なお、ASBJ と IASB は、継続的な共同作業について市場関係者との協議を含む双方所定の

デュー・プロセスに従い当該作業を進めていくことの必要性を認識しているものである。 
 

*  *  * 

 

ASBJ と IASB による本合意が、両者のみならず、財務諸表作成者、監査人、投資家及び規

制当局を含む多くの関係者の努力や行動を通じて、会計基準のグローバルなコンバージェ

ンスの達成に役に立つものと期待する。 

 


